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１　学校における危機管理 

　危機管理のねらいは、生徒と教職員の命を守り、生徒と教職員の信頼関係
を維持し、学校の正常な運営、学校に対する社会的な信用を守るとともに、
教育活動に関わって起こる事件や事故の予防、事故による損失を最小限にし、
再発を防止する事後措置などを適正に行うことである。

 
　　　事件・事故が発生したとき 
 
（１）発見 

 
被害の拡大防止に努める  

　　　①生徒の避難誘導（避難場所の確保、誘導方法等の明確な指示） 
　　　②他の職員との連携 
　　　③負傷した生徒がいる場合の応急措置体制 
 
（２）通報 

 
ただちに警察並びに消防へ連絡  

　　　①警察への連絡 
　　　②消防への連絡 
　　　※負傷の状況、人数、場所等の的確な連絡等 
 
（３）全職員による対応 

                 
全体指揮・窓口（教頭）                 

　　　①決定事項を速やかにすべての教職員に指示・伝達し、学校全体で統一的に対応
　　　　できる体制をつくる。 
　　　②教育局への連絡（事故等の概要説明、今後の対応等の指示を受ける） 
　　　③報道機関より取材があった場合は、教頭が窓口となる。 

           
避難・誘導・安全確保           

　　　①校内放送により、生徒を安全な場所に避難させる。 
　　　②二次的な被害を防ぐため、生徒を現場から遠ざける等の対応をする。 

             
事件・事故への対応              

　　　①正確な情報収集及び情報の共有化を図るため、できるだけ多方面から収集した
　　　　情報を取りまとめる。 
　　　②正確かつ詳細に記録をし、事故報告・連絡書を作成する。 

 
保護者等への連絡  

　　　①事故、災害に遭遇した生徒の保護者等への連絡（事故等の概要説明、負傷等の
　　　　状況、搬送先等） 
　　　②緊急メールの配信、ホームページへの掲載 
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２　一次救命処置 

　心停止・呼吸停止など極めて重症の場合、救急通報して救急隊が到着する
のを待っていては、手遅れになる場合もあります。第一発見者が適切な一次
救命処置を講ずることにより、救命率を飛躍的に高めることが可能です。 
　①　早期の119番通報 
　②　早期の心肺蘇生法（CPR）の実行 
　③　早期のAEDの使用

 
（１）倒れている人を見つけたら 
　　　①まず周囲の安全確認を行い、２次災害（事故）の防止に努めます。 
　　　②次に周囲の人に声をかけ、職員室や事務室にいる教職員を呼びに行ってもらい、
　　　　傷病者の救出、救命手当や応急手当、119番通報、資材の確保、搬送などを
　　　　手伝ってもらいます。 
 
（２）意識や反応の確認 
　　　①倒れている人の肩を叩き、大きな声で「わかりますか？」と声をかけます。 
　　　②意識があるか、反応があるかを確認します。 
　　　③意識がない場合、気道閉塞、呼吸停止、心停止などの疑いがあります。 
　　　④救命措置を開始する必要があります。 
 
（３）119番通報 
　　　①119番通報し、AEDを取り寄せます。 
　　　②AEDは２階職員室入口にあります。 
 

心肺蘇生法（CPR）の開始 
①周囲の安全を確認する。（安全な場所を確保する） 
②心臓の止まっている人（以下、傷病者）を固い床面に仰向けに寝かせる。 
③反応を確認する。肩をやさしくたたきながら大声で呼びかけても何らかの応答や目的のある仕草がなければ
　「反応なし」とみなす 。 
④呼吸をみる、胸と腹部の動き(呼吸をするたびに上がったり下がったりする)をみる。確認に10秒以上かけな
　いようにする。喉に2本の指を当てて、頸動脈の脈（首の2つの主要な動脈）を確認する。胸の上昇と下降に
　注意して、同時に呼吸　を確認する。確認は10秒未満で行う。 
⑤救急車の要請をしてＡＥＤを手配する。 
⑥医療機関の指示に従って、救急隊に引き継ぐまで、必要な応急手当を行う。 
⑦胸骨圧迫を行う。（胸の真ん中に、片方の手の付け根を置く。他方の手をその手の上に重ねる） 
⑧胸の真ん中を強く（少なくとも５cm沈み込むように）、速く（少なくとも100回／分）、絶え間なく圧迫する。 
※注意：救急隊が到着するまでAEDによる解析（電気ショック）と心臓マッサージ（胸骨圧迫）を続けます。
　　　　傷病者が払いのけるような動作など明らかな回復を示したり、救急隊が来るまでは継続して行い、途
　　　　中で中断しないでください。

 

AEDの開始 
①普段どおりの呼吸（正常な呼吸）がなければ、直ちに心肺蘇生を開始し、AEDが到着すれば速やかに使用し
　ます 
②電源を入れると音声の指示が始まります。 
③胸が汗などでぬれている場合は拭き取ってからはります。シップ薬など何かはられていたらはがします。 
④ペースメーカーなど皮膚の下に何か埋め込まれている場合はそこを避けてはります(皮膚の下に硬いこぶのよ
　うなものがあります）。 
⑤就学前のこどもには、こども用パッドか小児モードに切りかえます。ない場合はおとなと同じパッドを使い
　ます。 
⑥電極パッドをはります。位置はパッド等にも描いてあるので、それに従います。 
⑦パッドをはる作業中も胸骨圧迫は続けます。 
⑧AEDが自動的に心電図を解析し、音声などで指示を出します。 
⑨AEDが心電図の解析を始めたら胸骨圧迫をやめ、倒れている人から離れます。 
⑩電気ショックが必要な場合は「電気ショックが必要です」と音声が流れ、充電が始まります。充電が終わり、
　「ショックボタンを押してください」の音声や充電終了の連続音が流れ、ショックボタンが点滅します。 
　「離れて」とまわりの人に注意し、だれも触れていないことを確認し、ショックボタンを押します。 
⑪電気ショック後はすぐ胸骨圧迫を再開します。AEDはまた心電図を解析して、2分ごとに電気ショックが必
　要か否かを指示してくるので、それに従います。
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３　危機発生時における連絡体制 
（１）危機発生時における窓口 
　　　危機管理の総合窓口は教頭とし、個別事例の窓口は分掌及び学科等とするが、複
　　　合化された危機が発生した場合においては、総務部が連絡調整を図る。 
 
（２）危機発生時における体制図 
 

事件・事故発生

事件・事故発見、通報

教頭報告（窓口設置） 負傷者の措置 周囲の生徒への配慮 現場の保存 
①情報収集 ①応急措置 ①動揺を鎮める ①施錠・ロープでの
②事実の整理 ②救急車の要請 ②現場からの移動 　立入禁止措置、現
③対応方針の決定 ③事情聴取 ③関係者からの事情 　場保存 
④記録 ④救急隊員の指示　 　聴取 ②写真撮影

　に従う

できる限り複数の職員で対応すること

①情報の集約 
②緊急対応の周知 
③関係機関との連絡
　調整

関係機関への緊急連絡

負傷者の関係者 空知教育局 美唄市消防本部 美唄警察署 市立美唄病院 
①事実の連絡 総務係 0126-66-2221 0126-63-0110 0126-63-4171 
②搬送先の病院名 0126-20-0130 美唄市消防署 ①事実の連絡 花田病院 
③保険証持参の依頼 教育支援係 0126-66-2227 ②警察官派遣要請 0126-68-8700 

0126-20-0135 ①救急車の要請 ③救助要請 しろした病院 
学校教育指導班 ②消防車の要請 0126-63-2780 
0126-20-0138 ③救助要請 北海道せき損ｾﾝﾀｰ 

0126-63-2151 
学校医 
（市立美唄病院 
　　　　田中康夫） 
0126-63-4171 
歯科医 
（宝崎歯科ｸﾘﾆｯｸ 
　　　寶崎さゆり） 
0126-63-2445

空知教育局との連携 関係機関との連携 保護者等・ＰＴＡ・地域との連携
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４　校内危機対応組織 

組　織　名 担　当　者　名 役　　　　　　　　　　　　　　　　　割

総括本部 校長 ①全体総括 
②関係機関・教育局への報告 
③生徒・教職員への説明 
④必要な人材派遣 
⑤マスコミスポークスマン

教頭 ①校長の補佐 
②校長の指示による上記役割の実施

防犯担当者 ①各組織の状況把握及び本部内での情報提供
生徒指導部長 

不審者対応 教頭 ①危害を加えるおそれのない場合、別室への誘導 
事務職員 ②他の不審者の有無の確認 
生徒指導部長 ③加害行動に及んでいる場合の生徒の救助及び安
生徒指導部員 　全確保

避難誘導 教科担任 ①危機に伴い想定されるパニック等に対する集団
安全確認 　管理 
 ＨＲ担任 ②生徒の避難指示、誘導 
 ③避難後の安否確認、安全確認 
 総務部 ④緊急一斉下校を行う場合の全体指導

教務部

救護 養護教諭 ①応急手当・医療補助の必要性の有無の決定 
②救急車誘導 

生徒指導部長 ③負傷者氏名及び容態、救急搬送先及び同乗者リ
　ストの作成 
④搬送医療機関からの情報収集

教科担任

情報整理 教頭 ①各組織及び警察等関係機関からのあらゆる情報
　の収集、記録、整理 

総務部長 ②総括本部及び各班への情報提供 
③生徒への口頭説明用文書作成 

生徒指導部長 ④保護者等への説明文書作成 
⑤記者発表のための簡潔な資料の作成

電話 教頭 ①保護者等控室の設置 
来校者 ②事件、事故を知った保護者等や一般の人からの
マスコミ対応 総務部 　電話質問や来校者への対応、説明 

③マスコミ関係者対応、記者発表時刻、場所等の
　連絡等 
④マスコミ関係者待機室、記者発表室の準備

（１）校長が不在の場合の順次代理者 
　　　　１　教頭　　　 
　　　　２　総務部長 
　　　　３　教務部長 
　　　　４　生徒指導部長 
 
（２）養護教諭が不在の場合の順次代理者 
　　　　１　保健体育科教諭 
　　　　２　生徒指導部長 
　　　　３　総務部長
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５　災害対策体制 
                                                 　　設置場所：会議室（代替場所：校長室） 
 
 構　　成　　員 主　　な　　業　　務

 
   本部長…校長 ・対策本部の総括 

本　　部
  副本部長…教頭　　　　　　　　 ・応急対応の決定 

　　　　　　事務長 ・各班の連絡・調整、指示 
 本部員…各班長 ・教育局等への報告 
　 校長不在時の代行順位 
 　　代行第１順位 …教　頭 
 　　代行第２順位 …事務長 
 　　代行第３順位 …総務部長

班 構成員 主な業務

総 務 班 　班長　総務部長 ・災害情報の収集 
　班長代理  総務部員 ・通学路等の被害状況の把握 
　班員　総務部 ・教職員、その家族の安否確認 

・警察、消防機関等への通報 
・教育局等への報告 
・教職員・生徒用の非常用物資の確
　保 
・ライフライン（電気、ガス、水道
　等）の確認 
・通信手段の確保

 避難誘導・ 　班長　３年次主任 ・避難路の安全確認 
 安否確認班 　班長代理　２年次主任 ・救護班の支援 

　　　　　　１年次主任 ・生徒、教職員の避難誘導 
　班員　３年次担任 ・保護者等との連絡、被災状況の把
　　　　２年次担任 　握 
　　　　１年次担任 ・生徒の下校、保護者等への引き渡

　し 
・引き渡しができない生徒の待機場
　所の確保 
・登校していない生徒の安否確認

 消 火 ・ 　班長　生徒指導部長 ・火災対応、初期消火 
 施設点検班 　班長代理　生徒指導部員 ・施設設備の被害状況の把握 

　班員　生徒指導部 ・立ち入り禁止措置などの危険回避
　　　　 　の対応 

・授業教室の確保 
・施設設備の復旧・仮設教室の確保

 救 護 班 　班長　生徒指導部 ・負傷者の応急救護 
　班長代理　養護教諭 ・負傷者の移送 
　班員　生徒指導部

搬 出 班 　班長　教務部長 ・重要書類等の確認・管理・搬出 
　班長代理　事務主任 ・非常時持出の対応
　班員　教務部

 　班長　教頭 〔避難所となった場合〕 
避難所支援班 　班長代理　進路指導部長 ・市町村防災担当部局との連絡調整 

　班員　進路指導部 ・避難所開設・運営の支援・協力 
　　　　事務職員 ・避難所用物資（照明・水・食料・

　暖房・毛布等）の確保
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６　優先業務及び着手目標時期 

着　　手　　目　　標 対　　　　　　応　　　　　　業　　　　　　務

発災直後に着手 ①生徒・教職員の安全確保 
②負傷者等の確認 
③避難場所、避難経路の安全確認 
④避難誘導、人員確認 
⑤火災対応 
⑥応急救護、医療機関への連絡・搬送

発災後概ね１時間以内に着手 ①学校災害対策本部の設置 
②生徒・教職員の人的被害状況の把握 
③施設、設備の被害状況の把握 
④電気・通信回路等のライフラインの確認 
⑤地域全体の被害状況の把握 
⑥被害状況等の教育局への報告（速報）

発災当日中に着手 ①通学路の安全確認 
②公共交通機関の運行状況の把握 
③生徒の下校、引き渡し（学校待機措置含む） 
④不在生徒、教職員の安否確認 
⑤重要書類等の確認及び管理 
⑥施設、設備の被害状況調査 
⑦避難所の開設協力 
⑧被害状況等の教育局への報告（詳細）

発災後概ね３日以内に着手 ①施設、設備の状況確認 
②生徒・保護者等の安否、被害状況、避難先等の確認（名
　簿作成） 
③ライフラインの復旧予定等の把握 
④通学路の安全確認、交通機関運行状況の確認 
⑤生徒の心のケア（スクールカウンセラー要請等含む） 
⑥今後の対応計画等についての教育局（本庁担当課）との
　協議

発災後概ね１週間以内に着手 【学校再開準備関係】 
①施設、設備の再点検 
②施設、設備の整備・補修必要箇所の集約及び教育局（本
　庁関係課）との協議 
③使用教室、教職員の確保 
④通学可能な生徒の確認 
⑤生徒の教科書、文房具等の紛失・滅失状況の把握 
⑥教科書、学用品の調達・確保 
⑦「応急教育計画」

※
の作成 

⑧学校が避難所となっている場合は、市町村担当者と学校
　再開の協議 
⑨学校再開までの見通し等の保護者等への周知 
 
【学籍関係】 
①避難等に伴う転学事務 
 
【財務事務関係】 
①業者等への支払事務等の執行計画の策定 
 
【教職員関係】 
①公宅補修 
②教職員の健康管理 
③災害給付 
 
※応急教育計画 
　学校教育活動が正常に実施されるまでの間、教育局（本
　庁関係課）と連携のもと、校長が被害の状況を判断して
　応急的に実施する教育計画のこと
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７　業務執行環境等の確保 

項　　　目 業　　務　　内　　容　・　留　　意　　事　　項

校舎等の点検 ①「学校施設の防災安全点検マニュアル」（平成１７年４月北海道教育
　庁企画総務部施設課作成）に基づき点検を行う。 
②既存の図面に危険箇所を表示し職員に周知する。 
③危険箇所への立ち入り禁止の表示等を行う。

執務室の確保 ①各室の防火・防災担当者は、執務室（校長室、職員室、事務室等）の
　被災状況と使用の可否を判断し校長に報告する。 
②執務室が使用できない場合は代替室を確保する。

電源の確保 ①停電した場合に使用できなくなる設備・機器等を確認する。 
②停電した場合は、電力供給会社に復旧予定等状況を確認する。

水の確保 ①断水した場合は、市町村に復旧予定等の状況を確認する。 
②受水槽や高架水槽の残留水を節約するため、使用可能なトイレや洗面
　所の使用を必要最低限とし、それ以外は使用禁止とする。

通信手段の確保 ①一般電話回線が使用可能な場合は、災害時優先電話により関係機関等
　との通信を確保する。 
②携帯電話、メールが使用可能な場合は、それを活用し関係機関等との
　通信を確保する。

暖房の確保 ①配管設備の損傷や停電により、暖房用ボイラーが使用不可能な場合は、
　予備暖房等の手配を行う。

 

８　重要書類等の確認・管理 

項　　　目 保管場所 管理責任者 持出担当者

教務関係 卒業証書台帳、修了証書 事務室耐火書庫 教頭 教務部長 
台帳、指導要録、出席簿、 職員室耐火書庫 
入学者選抜・成績考査に
関する書類、生徒状況確
認表など 

保健関係 生徒健康診断票、学校医 保健室耐火書庫 教頭 養護教諭
執務記録簿、学校歯科医
執務記録簿、学校薬剤師
執務記録簿など

事務・管理関係 学校沿革誌、職員人事記 事務室耐火書庫 事務長 事務主任 
録カード、財産台帳、財
務会計書類、公印など

※重要書類等の確認・管理方法 
１　管理責任者は、重要書類及び書庫の点検を行い、書庫等に被害がなければ、施錠の
　　上、書類を保管します。 
２　書庫等に被害がある場合は、一時的に別の部屋に保管し、部屋を施錠します。 
３　校外に関係書類を移動しなければならない場合は、書類の移動リスト等を作成し、
　　移動先で書類の確認を行ったあと、部屋を施錠し、立ち入り禁止とします。

 
　　【非常持ち出し一覧表の例】 

書　類　名 保　管　場　所 管理責任者 持出担当者 備　　考

○○○○ ○○室ロッカー（NO.○） ○○○○ ○○○○ 鍵・・・○○

○○○○ ○○室ロッカー（NO.○） ○○○○ ○○○○ 鍵・・・○○
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　　【非常持ち出し一覧表】 

書　類　名 保　管　場　所 管理責任者 持出担当者 備　　考
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９　学校再開に向けた対応の流れ 
 

被害状況等の把握及び被害状況等を ①生徒等の安否確認 
もとに教育局（本庁関係課）・関係機 ②教職員及びその家族の安否確認 
関との協議 ③学校施設等の被害状況確認 

④ライフラインの被害状況確認 
⑤通学路など地域の被害状況の確認

 

生徒情報（家庭訪問等）の収集及び ①生徒のより具体的な被害状況確認
情報整理 　（教科書、学用品等） 

②避難した生徒の把握（住居の状況、
　避難先、復帰時期等） 
③就学援助が必要な生徒の把握

 

学校再開に向けた対応案の検討及び ①施設設備の確保 
教育局（本庁関係課）・関係機関との ②通学路の安全確保 
協議・調整 ③応急教育計画の作成 

④教職員の確保等 
⑤生徒の心のケアの体制整備

 

学校再開 学校再開に向けた対応の検討に当た
って、校長は、教育局（本庁関係課）
や関係機関と十分協議の上、決定す
る。また、校長は、全ての生徒・保
護者等に対し授業再開の時期や見通
しなどについて、電話連絡網や掲示
等により周知する。
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（１）生徒等の安否確認 

予　想　さ　れ　る　状　況 対　　　　　　　　　　　　　応

①生徒の自宅の損壊や電話回線の混 ①生徒の安否や負傷の程度など、生
　雑等により家庭と連絡がとれない。 　徒の状況はもとより、保護者等の
②生徒の連絡先（住所、避難場所） 状　況や避難先等の内容を（ア）～
　に変更があっても学校で把握でき （ウ）　の方法により確認する。 
　ない。（連絡がないなど）  
③連絡が取れないことから、学校か  
　ら家庭に情報提供できない。 【確認する内容】 

 
 ①生徒の状況 
 ②保護者等の状況 
 ③住居の状況 
 ④避難先 
 ⑤連絡方法 
 ⑥健康状態 
 　など
 
 
【確認方法】 
（ア）電話等の連絡のみに頼らず、
　　　教職員の分担を定め、地域ご
　　　との実情の把握に努め、家庭
　　　訪問や避難所訪問を行い情報
　　　収集する。 
（イ）掲示等の方法により、主要施
　　　設や避難所等において学校か
　　　らの情報提供を依頼する。 
（ウ）ＰＴＡに学校からの情報提供
　　　等の協力を依頼する。 
 
・確認できない内容については、再
　度、確認を行う。 
・確認した内容を一覧表（児童生徒
　状況確認表）に整理し、全教職員
　で共有する。 
 
※電子メールやホームページなど電
　話以外の通信手段、情報発信手段
　を準備し、連絡・通信手段の複線
　化を図る。 
※教職員及び家族の安否確認につい
　ても速やかに行う。

 
（２）通学路の安全確保 

予　想　さ　れ　る　状　況 対　　　　　　　　　　　　　応

①倒壊した建物や垂れ下がった電線 ①生徒の通学路の安全確認を行う。 
　等により通学路に危険箇所ができ ②生徒の所在を確認し交通機関の状
　る。 　況を把握した上で、通学方法の具
②通学路を建物取り壊しや復旧工事 　体的な検討を行う。
　等による大型車両が往来する。

①公共交通機関が不通となる。 ①交通機関の復旧状況によっては、
　スクールバスの運行について関係
　機関と協議する。
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（３）施設設備の確保 

予　想　さ　れ　る　状　況 対　　　　　　　　　　　　　応

校舎の損壊等のため、教室が使用不 施設設備の安全確認、整備を行い、
能となる。 授業再開に必要な教室、スペースな

どを確保する。

電気・水道・ガス・電話等ライフラ ライフラインの復旧状況を把握し、
インが寸断される。 関係機関に協力を依頼する。

施設の復旧に相当な期間を要する。 ①校舎の補修、改修、仮設教室の建
　設等について教育局（本庁関係課）
　と協議する。 
②被害が著しく復旧に時間を要する
　場合は、他の学校・公共施設・民
　間施設等の借用について、関係機
　関と協議する。

学校が避難場所となり、生徒の学習 避難住民（自治組織）の理解を得て、
の場が確保できなくなる。 緊急避難用スペースの段階的な縮小

により教室を確保する。

災害対策本部等による避難住民への 緊急避難所としての校舎の使用が長
救済策が実効性を持つまでに相当な 期化しそうな場合、教育機能と避難
期間を要し、緊急避難所となってい 所としての機能の調整について、市
る教室を授業に使用することができ 町村災害対策本部や避難住民（自治
ない。 組織）と継続して協議する。

 
（４）教職員の確保等 

予　想　さ　れ　る　状　況 対　　　　　　　　　　　　　応

①負傷、道路不通のため出勤できな ①応急教育計画などを作成し、不足
　いなど、勤務できる教職員が不足 　する教職員数等を算定する。 
　する。 ②教職員の加配、近隣校からの教職
②避難所運営協力のため、授業を行 　員の応援派遣や教育活動上の連携
　う教職員数が不足する。 　等について検討する。

 
（５）生徒の心のケアの体制整備 

予　想　さ　れ　る　状　況 対　　　　　　　　　　　　　応

①生徒や教職員が災害により様々な ①生徒等の心身の健康状態を把握す
　心の傷を受け、ＰＴＳＤ等の症状 　る。 
　が現れてくることが懸念される。 ②カウンセリング等が必要な場合、

　学校医、スクールカウンセラー等
　と連携する。

①多くの生徒の心のケアなどに対応 ①スクールカウンセラー等専門家の
　するため、教職員の業務が過多と 　派遣について教育局（本庁関係課）
　なる。 　へ依頼する。
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（６）応急教育計画の作成 

予　想　さ　れ　る　状　況 対　　　　　　　　　　　　　応

①ライフラインが回復せず、停電等 ①始業時間の繰り下げ、終了時間の
　が続いている。 　繰り上げを行う。 
②施設設備の損壊、備品等が破損し ②２時間授業、午前授業、一部又は
　ている。 　全部の午前・午後二部制授業、隔
③交通事情が悪く、生徒の通学、教 　日登校等を実施する。 
　職員の通勤が長時間に及ぶ。 ③長期的な展望により指導計画を見

　直す。指導内容や指導方法を工夫
　する。

①被災の影響で生徒の一部が登校で ①年次・HR合同等の授業形態を工夫
　きない。 　する。 

②登校する生徒の人数に応じた教育
　活動を実施する。

①生徒が災害により様々な心の傷を ①スクールカウンセラー等と連携し、
　負っている。 　生徒の心のケアに配慮した指導計

　画を立案する。 
②平常化に向けた安全教育、健康教
　育及び生活指導を重点化する。

①教職員の一部が勤務できない。 ①教職員が不足した場合、教職員の
　暫定配置（ＨＲ担任、臨時時間割
　の編成）を行う。

①教科書、教材等が不足する。 ①教科書、教材等の不足数を調査し、
　教育局（本庁関係課）と協議しな
　がら確保する。

①授業時数が不足する。 ①平常化への見通しを立てながら欠
　授業時数を補充するとともに、授
　業内容を工夫する。 
②平常時と同様な教育活動が行えな
　い場合も、可能な範囲の教育活動
　の維持推進を図る。 
③地域の実情を踏まえ、当該学年に
　適切な教育内容とする。
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１０　通報・連絡の要点 
（１）学校名 

北海道美唄尚栄高等学校　です。

 
（２）所在地 

美唄市西１条南６丁目１番１号　です。

 
（３）電話番号 

０１２６－６４－２２７７　です。

 
（４）連絡者の氏名 

○○○○　です

 
（５）通報・連絡の概要 

「いつ」 
「どこで」 
「だれが」 
「どうした」

 
（６）各所への通報・連絡の概要 

①警察署 
　・事故の概略 
②消防署 
　・火事・救急の別 
　・出火状況や傷病の概略 
　・校内侵入経路と場所 
③病院 
　・学年 
　・氏名 
　・性別 
　・傷病の概略 
　・すぐに診察が可能か
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１１　被害状況等の報告 

　災害発生後には、学校は速やかに教育局（本庁関係課）へ被害等の概要を
報告（速報）します。報告（速報）後にさらに詳細な被害状況等の把握に努
め、随時、教育局（本庁関係課）に状況を報告します。

（１）事前に必要な対応 

①校長は、全教職員に教育局（本庁関係課）への報告方法等を周知する。 
②校長は、管轄教育局や市町村の防災担当部局・消防・警察等、関係機関の
　連絡先一覧表を作成する。 
③校長は、電話回線が途絶した場合を想定し、複数の報告方法を検討する。

 
（２）報告の流れ 

   
 美唄市（危機管理対策室）     
 0126-62-3131（TEL・代表）  北海道災害対策地方本部  北海道災害対策本部 

   
   
   ↑ ↑
   

 北海道美唄尚栄高等学校  北海道教育庁  教育対策本部 
 0126-64-2277（TEL） → 空知教育局  （本庁総務課）
 0126-64-2277（FAX） 総務係　0126-20-0130  
 局長室　 → 
 ↓ 次長室　 （本庁関係課） 
 学校教育指導班　0126-20-0138 
 美唄市消防本部　0126-66-2221 支援室　0126-20-0142 
 美唄市消防署　0126-66-2227 教育支援係　0126-20-0135
 美唄警察署　0126-63-0110 
 美唄市保健センター　0126-62-1173 
 札 幌 開 発建 設 部　0126-23-9555 
 美唄市医師会　0126-62-3451 ○北海道災害拠点病院・ＤＭＡＴ

 北海道電力　0120-060-408 　指定医療機関 
 美唄郵便局　0570-943-450 　岩見沢市立総合病院 
 　住所：岩見沢市9条西7丁
 　　　　 目2 

　電話：0126-22-1650
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１２　避難所開設協力 

　災害発生後、市町村の避難所（福祉避難所を含む。以下同じ。）に指定さ
れている学校は、避難所の開設等について協力します。 
　避難所の開設やその運営は、本来的には、市町村の防災担当部局が責任を
有していますが、災害規模が大きな場合や発災当初は、避難所の指定を受け
た学校の教職員が避難所の開設や運営等について中心的な役割を担う状況が
考えられます。 
  また、市町村や自治組織が体制を整え、避難所運営を主体的に行うことが
できるようになった後は、学校は後方支援に当たります。

（１）事前に必要な対応 

①校長は、各市町村が作成している避難所開設やその運営に係るマニュアル
　を参照し、教職員が協力できる内容について市町村防災部局等とあらかじ
　め調整し、それぞれの役割分担を明確にする。 
②校長は、市町村防災部局等との協議・検討を踏まえ、あらかじめ教職員の
　具体的な協力業務の分担や内容等の計画を定める。 
③災害発生後には、地域住民が学校に避難してくることや特別な配慮等を必
　要とする児童生徒への対応などについて支援要請があることが予想される
　ため、避難所等に指定されていない学校においても、校長は、避難者に対
　して適切な対応ができるように検討する。

 
（２）避難所開設・運営に係る協力業務内容及び担当者一覧 
 

    項　　　目 担　　　当 担　　当　　業　　務　　の　　内　　容

施設等の点検 ①「学校施設の防災安全点検マニュアル」のチェックリスト 

　により、学校・避難所として使用可能か否かを点検する。 

②判断が難しい場合については、早急に市町村に連絡し、技

　師等の専門家に判断を依頼する。 

③点検の結果、避難所として避難者を受け入れることが可能

　であれば、その旨を市町村の災害対策本部に連絡し、指示 

　を受ける。 

④校舎等が危険で使用できない場合は、校舎等を立ち入り禁

　止とし、その旨を市町村の災害対策本部に連絡する。

利用区域の設 ①一般避難者の利用区域及び立ち入り禁止箇所（危険区域、 

定表示と管理 　学校教育活動区域等）を設定し、貼り紙等で表示する。 

②避難所の使用可能区域の設定に当たっては、児童生徒の安

　全確保や授業再開時の混乱防止等のため、児童生徒と避難

　者のスペースや動線を分ける。

避難者の受け ①体育館等の避難所使用区域の破損ガラス、器具の散乱など 

入れ準備 　を整理し、避難所として使用可能な状態とする。 

②トイレ、シャワー施設の解錠・点検を行う。 

③非常電源設備の点検作動を行う。

避難者の受け  ①避難者名簿により、受付を行う。 

入れ ②負傷者の確認と応急措置を行う。（身体が不自由な方や幼

 児等の災害時要援護者に十分配慮する。）

避難所の組織 ①市町村防災担当者や地域の代表者が到着した後は、避難所

づくり の運営組織づくりに協力する。
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１３　応急手当及び緊急時対応用資機材配置場所リスト 

備品名 数 室 具体的な場所・その他

ＡＥＤ １ 2階職員室入口 入口（壁）

担架 １ 保健室 入口

６ 校内

車椅子 １ 保健室 ベッド横

松葉杖 ２ 保健室 薬品庫横

ベッド・寝具一式 ２ 保健室

三角巾 多 保健室 薬品庫

レスキューシート

衛生材料各種 多 保健室 薬品庫
伸縮包帯、ガーゼ、救急絆創膏、
キープポア等

応急処置用器具 多 保健室 薬品庫
 
ハサミ、刺抜きピンセットなど １ 職員室 救急箱：養護教諭机上

体温計（電子・非接触） 多 保健室 問診台上・薬品庫

１ 職員室 救急箱

汚物処理セット① ３ 保健室 執務机前
バケツ、次亜塩素酸カリウム（ハ
イター）、消毒薬、消毒薬希釈用ペ 職員室 １年次前側の窓側ロッカー上
ットボトル、ペーパータオル、エ
プロン、マスク、グローブ、ビニ 体育館 階段横スペース冷蔵庫横机上
ール袋、凝固剤

エプロン 多 保健室 作付戸棚奥下段

マスク・グローブ 多 保健室 ワゴン中・薬品庫

ビニール袋 多 保健室 薬品庫

消毒薬 ２ 保健室 薬品庫

洗面器 10 保健室 冷蔵庫隣　

血圧計　　　 ２ 保健室 問診台上

懐中電灯 ２ 事務室 受付台上

職員室

乾電池 多 事務室 物品庫

非常食　カンパン・水 多 防火棟 
男子トイレ内 
シャワー室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年４月１日　現在 
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１４　アセスメントシート 
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１５　個別の危機管理 
 
 
 
 
 
 
 
 【発見者の対応】 【担任の対応】 

   
 ①発生した事態や状況の把握 発見者から事故発生の連絡を受
 ②傷病者の症状の確認 けた場合は、正確な情報を管理
 　（意識、心拍、呼吸、出血等） 職、保護者等に連絡する 
 ③周囲に声をかけ協力を仰ぐ  
 ④保健室に連絡する ①保護者等に医療機関に来ても
 ⑤場合によっては、医療機関に 　らう 
 　同伴する 　（搬送先、保険証等持参） 
 ※傷病者の状況に応じて、その ②現場にいた生徒の動揺を鎮め
 　場から１１９番通報を行う 　るよう配慮する 

③医療機関に移送した場合は、
　医師からの指示や保護者等と
　の対応について管理職に連絡

 　する
【養護教諭の対応】  

  
①応急手当を行う  
②連絡の必要があれば、学校医  
　と連絡をとり、指示を受ける  保護者等
③保護者等から搬送先を確認す  
　る  
④医療機関に連絡し、タクシー  
　等で移送する  
⑤移送困難又は状態によっては、  【教頭】 
　ためらわずに救急車を依頼す     
　る 状況の全容を把握し、校長に報
⑥応急手当終了後、直ちに管理 告
　職、担任、保健主事に連絡す
　る 
⑦医療機関へは、医師からの質
　問に答えられる発見者又は養
　護教諭、担任が同伴する 
⑧必要事項について記録する

 
 
 
 

応急手当を実施する際の留意点 
 
　突然倒れた場合などは、直ちに１１９番通報をし、救急車が到着するま
での間、その場で心肺蘇生等の一次救命処置をする。事故等の態様によっ
ては、救命処置が一刻を争うことを理解し行動する。 
①生命に関わる緊急事案については、管理職への報告よりも救命処置を優
　先させ、迅速に対応する。 
②応急手当を優先しつつも、事故等の発生状況や事故等発生後の対応及び
　その結果について、適宜メモを残すことを心がけ、対応が一段落した時
　点でメモを整理する。 
③教職員は、事故等の状況負傷生徒等の様子に動揺せず、またその他の生
　徒等の不安を軽減するように対応する。
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１６　火災発生時の対応 
 
 
 
 
 
 

初期対応

　　　　　（１）出火場所と状況の確認 

【火災報知器の確認による】 【火災発見者からの報告による】

①自動火災報知器の非常ベル作動 ①発見した者は、大声で叫ぶ 
②受信機の確認（事務室内） 　・近くの火災報知器のボタンを
③出火場所の確認 　　押す 
④校内放送による発生場所の伝達 　・初期消火 
　・現場に向かう→初期消火 ②付近の教職員 
　・付近の教職員へ連絡 　・初期消火 
⑤職員室、事務室へ連絡 　・職員室、事務室へ連絡 
※大声で周知 　・近くの火災報知器のボタンを

　　押す

 
          （２）消防署（１１９番）への連絡 

【消防署】（例） 【通報者】（例）

①「火事ですか、救急ですか」 ①「火事です」 
②「住所をお願いします」 ②「美唄市西１条南６丁目１番１
 　　号　美唄尚栄高校です」 
③「出火場所はどこですか」 ③「○号館○階○○実習室です」 
④「お名前をお願いします」 ④「（職名）○○○○です」 
⑤「電話番号をお願いします」 ⑤「０１２６－６４－２２７７で

　　す」

 

避難に向けて

　　　　　（１）事務室（校内放送等） 

①「ただいま、○号館○階○○実習室で火災が発生しました。 
②「生徒は、全員避難しなさい」 
※避難経路の指示

 
　　　　　（２）初期消火・負傷者等の救出 

①火災発生場所の近くにいる教職員は、消火器、バケツ等で初期消火に
　あたる 
※初期消火の限界を判断し、その後避難する 
②負傷者がいる場合は、火災現場から搬出し、応急手当をする

 
 
 
 
 
 
 
 
            次項（２４ページ）へ 
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避難

　　　　　（１）避難 

【授業時】 【休憩時又は放課後】

【教科担任】 ①生徒は、その場で放送の指示に
 　従う 
①生徒を着席させて落ち着かせる ②担任は、教室を確認し、生徒を
②ハンカチを準備させる 　誘導する 
③教室内を消灯する ③その他の教職員は、分担して体
④窓を閉める 　育館や実習室、トイレ等を確認
⑤避難命令の指示を受けた後、出 　し、生徒を誘導する 
　席簿を持ち避難の誘導 ④各階、階段付近等に立ち、誘導
 　する
【教科担任以外】 
 
①各階、階段付近等に立つ 
②誘導 
③トイレ等に逃げ遅れの生徒がい
　ないかの確認

 
　　　　　（２）点呼と確認 

①避難場所は、原則としてグラウンドとする 
②避難後の生徒、教職員の安全確認 
　・生徒については、教科担任又はHR担任 
　・教職員については、教科主任、年次主任 
③負傷者等の確認

 
 
 

 
教頭へ報告  

 
 

消防隊への引き継ぎ

　　　　　（１）延焼の状況 

【優先して行う事項】 【状況に応じて行う事項】

①出火場所 ①出火原因
②燃焼物及び燃焼範囲 
③危険物等の有無

 
　　　　　（２）避難の状況 

【優先して行う事項】 【状況に応じて行う事項】

①逃げ遅れた者の確認 ①負傷者等の確認
②避難誘導状況

 
 
 
 
 
 
            次項（２５ページ）へ 
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避難後の学校の対応

　　　　　（１）管理職（校長・教頭・事務長） 

①消防機関等と連携し、被災状況の確認 
②二次災害などの危険性について把握 
③生徒の下校について判断するための情報収集

 
　　　　　（２）教職員 

①消防機関等と連携し、施設の被害状況調査 
②下校等が決定するまで安全確保 
③負傷者の確認と応急手当（程度に応じて救急車要請） 
④行方不明者がいる場合は、直ちに消防機関等へ連絡

 
           

生徒の下校

①緊急メール配信、ホームページ掲載で保護者等に連絡 
②通学路の安全と交通機関の運行状況等を確認し、帰宅させる 
③保護者等の迎えに引き渡す場合は、担任又は年次団が帰宅確認の記録
　を残す

 
                  

報告

管理職（校長・教頭・事務長）
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１７　地震・津波への対応 
（１）授業日 
 
 
 
 
                                                  緊急放送 
 
 【職員室・事務室】 【教室・実習室で授業中】 

   
 ①「地震です（緊急地震速報） ①窓際の生徒はできるだけ離れさ
 　です」 　せる 
 ②「落ち着いて机の下にもぐり ②机の下にもぐり頭部を保護させ
 　なさい」 　る 
 ③「体育館にいる生徒は、体育 ③揺れがおさまるまで待機させる
 　館中央付近に集まり、姿勢を
 　低くし頭部を守ってください」
 【休み時間・放課後】 
 ①１号館２階は、３年次担任、副
 　担任が教室へ向かう 
 ②１号館３階は、２年次担任、副
 【揺れがおさまった後】 　担任が教室へ向かう 
  ③１号館４階は、１年次担任、副
 ①テレビ、ラジオ等で情報収集 　担任が教室へ向かう 
 　と状況の把握 ④２号館、３号館は、専科の教員
 ②施設設備の点検を行う 　が向かう 
 　※火災等の発生確認 ⑤管理棟１階、体育館は、事務職
 ③一次避難場所、指示内容決定、 　員、その他の教員が向かう 
 　避難命令 ※臨機応変に対応すること
 　※特に問題がなければ、授業
 　　の再開 
 ④「これより避難を開始します。
 　先生の指示に従い、○○に避
 　難をしなさい」 【揺れがおさまった後】 
 ※一次避難場所は、原則として  
 　生徒玄関前、職員玄関前とす ①負傷者の確認 
 　る 　※応急処置の必要性の判断 
 　※保健室、職員室への連絡 
 ②放送の指示を待つ
 
 
 【本部設置】 避難開始 【一次避難場所】 

   
 ①人員確認 ①人員点呼 
 ②現状の把握 ②本部報告
 ③関係機関への連
 　絡
 【二次避難場所】 

  
 大津波、津波警報が発令 
  ①校舎４階、屋上 
 生徒の下校対応  ②人員点呼 
  ③本部報告

 
①保護者等への連絡  
　※緊急メール配信、ホームページ掲載  
②保護者等への引き渡し 
③帰宅確認 
④帰宅できない生徒への対応 
　※安全な場所に集合
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（２）夜間又は休業日等に発生 
 
 
                               （震度４以上） 
 
 
 

【参集体制】

 区　　分 参　　集　　基　　準 参集範囲 対　応　内　容　等

第１次参集 ①震度４の地震 校長 ①災害情報の収集 
②津波注意報が発表 教頭 ②学校施設の状況把握等
③校長が必要と認めたとき 事務長

第２次参集 ①震度５弱、５強の地震 校長 ①学校施設の被害状況の把握
②津波警報が発表 教頭 　及び教育局への報告 
③校長が必要と認めたとき 事務長 ②通常の教育活動の実施可否

学校災害対 　の検討 
策本部各班 ③授業開始の変更・臨時休業
長 　等が必要な場合の緊急連絡

　対応

第３次参集 ①震度６弱以上の地震 全職員 ①組織及び機能のすべてをあ
②大津波警報が発表 　げた応急対応 
③校長が必要と認めたとき 　

※発生した地震の震度によって、１次～３次の段階に分けて参集する教職員を定める 
※いずれの場合も個人や家族の安全を最優先する

 
 

【出校した職員】 
 
①生徒の安否確認 
②被害状況の点検 
　（校舎内外の破損、倒壊物の有無、水道・ガス・電気系統（停電）の異常
　　の有無、薬品庫の状況確認　等） 
③被害状況の集約と報告 
　（職員　→　教頭・事務長　→　校長）

 
 

休校・登校（授業）の決定 【部活動、補習等で生徒
　が出校】 
 
（１）授業日を参照

①緊急メール配信、ホームペー
　ジ掲載 
②被害状況によっては、無理に
　登校させない

 
 

関係機関への連絡 
（教頭・事務長）
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（３）校外活動中に発生 
 
 
                               （震度5弱以上） 
 
 
 

【引率者（年次主任、担任、顧問等）】 
 
※生徒、職員の安全確保を最優先に行動する 
 
①生徒、職員の人員確認 
②負傷者等の確認を行う 
　（負傷者がいる場合は、応急処置を行い、保護者等へ連絡する） 
③移送困難又は状態によっては、ためらわずに救急車を依頼する 
④避難場所への移動が可能か判断をする 
　（可能な場合は、避難場所へ移動する。不可能な場合は、その場で待機す
　　る）

           　　　　 （状況報告）                           （指示） 
 

教頭　→　校長

 
 

【校外活動実施における留意事項】 
 
①保護者等、管理職と連絡をとるための事前準備 
　（電話番号等） 
②活動場所の避難経路等の検討と周知 
　（非常口、待機できる場所等をあらかじめ生徒に周知する） 
③情報収集に役立つ機器等の携行 
　（スマートフォン、ラジオ等）
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１８　気象災害への対応 
 
　　　気象災害への留意点 

登校前 ①気象庁が発表する気象警報・注意報等、公共交通機関の
　運行状況等の情報を収集し、大雨や暴風、波浪、高潮、
　大雪によって登校時の危険が予想される場合は、「臨時
　休業」や「始業時刻を遅らせる」等の措置を検討する。
　特に、雨や雪の降り始めやピークはいつかなど、最新の
　情報を入手し、各自治体から発令される避難に関する情
　報（避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示
　等）なども参考にしながら判断する。 
②大雪の場合は、雪崩や通学路の除雪状況等についても確
　認する必要がある。

在校時 ①教職員で分担して、学校や通学路を含めた周辺の状況を
　把握する。（道路の冠水、河川の水位、土砂崩れ、潮位
　等）ただし、教職員の安全を第一に配慮し、できる範囲
　での把握をする。 
②土砂災害や浸水によって学校以外の場所への避難が必要
　となる可能性がある場合は、早期に避難を検討する。 
③大雪の場合は、雪崩や通学路の除雪状況等についても確
　認する必要がある。 
④通学路や学校周辺の安全確認の状況をもとに、登校前と
　同様に気象情報や避難に関する情報も参考にしながら、
　「授業の打ち切り」「集団下校」「保護者への引き渡し」
　「学校待機」等の対応を判断する。ゲリラ豪雨等、急な
　大雨で災害が発生する可能性がある場合は、保護者が無
　理に迎えに来ることがないようにしておく。

その他 ①臨時休業や授業の打ち切り等の判断に際しては、教育局
　を始め近隣の学校等とも連絡を密にとりながら判断す　
　る。 
②判断した結果を教育局へ報告し、全教職員で協力し対応
　にあたる。 
③保護者等へ措置・対応等について、メール配信や電話連
　絡等を活用し連絡する。停電等により保護者等と連絡が
　取れない場合も想定し、複数の連絡方法をあらかじめ決
　めておく必要がある。 
④確実に連絡が届いているかどうかについても、確認をす
　る必要がある。 
⑤学校からの休業等の連絡がなくても、自宅周辺において
　水が溢れ出す等危険を感じたときは、無理に登校させな
　い判断が必要であることを保護者等と共通に理解する。 
⑥登校前や下校後の生徒の安否確認も必要に応じて行う。 
⑦学校が避難所となる場合もあることから、その対応につ
　いても自治体の防災部局と連携して準備しておく。
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（１）気象に関する特別警報について 
 
　①　次の場合は、『臨時休校』とします。 
　　　美唄市又は居住地域に関する　「特別警報」　が発表された場合 
 
　　　なお、その際は、緊急メール並びに 
　　　本校ホームページ 
　 　 （http://www.b-shoei.hokkaido-c.ed.jp/） 
　　にてお知らせいたします。 
　　【ＱＲコード】 
 
 
 
 
 
 
 
　②　次のいずれかに該当する場合は、「自宅待機」とします。 
　　　ア　朝、通学する時点で、美唄市及び居住地域に警報(暴風・大雨・洪水・暴風
　　　　雪等)が発令され、居住地域や通学に使用しているＪＲあるいはバス等の公共
　　　　交通機関が運休となっている場合 
　　　イ　居住地域の天候や道路状況により安全確保ができず、各家庭で通学が困難で
　　　　あると判断した場合 
 
（２）地震が発生した場合 
 
　①　次の場合は、「臨時休校」又は「登校時間の繰り下げ」を行います。 
　　　登校時間前に、「大津波警報」が発表された場合。また、地震等による停電で学
　　　校施設が使用できないと判断される場合 
　　　なお、その際は本校ホームページ（http://www.kitamikougyou.hokkaido-c.ed.jp/）にてお
　　　知らせいたします。 
 
　②　次の場合は、「自宅待機」（状況に応じて避難）とします。 
　　　登校時間前に、居住している地域に「大津波警報」が発表された場合。もしくは、
　　　警報等がなくても居住している地域の被害状況、天候、道路状況により、各家庭
　　　で通学が困難であると判断した場合 
 
　③　登校後に「大津波警報」・「津波警報」が発表された場合 
　　　登校後に、大津波警報が発表された場合、警報解除まで学校で待機させます。保
　　　護者等が迎えに来ても帰宅させず、警報解除まで生徒・保護者等を学校で待機さ
　　　せます。 
　　　また、登校後に、津波警報が発表された場合、公共交通機関が運行している場合
　　　は、通常どおり下校させます。公共交通機関が運休した場合、生徒の自宅が「津
　　　波警報」の避難対象地域にある場合は、保護者等が迎えに来るまで生徒を学校で
　　　待機させます。 
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１９　土砂災害への対応 
 
 
                                                
            
                                                
                                                 
    
 【美唄市役所等からの情報に基 【自主避難の判断】 
 　づく判断】  
  ①近隣で土砂災害が発生 
 ①避難準備・高齢者等避難開始 ②土砂災害の前兆を確認 
 　の発令 ※実習棟等から確認できる範囲
 ②記録的短時間大雨情報の発表 　で把握
 ③大雨警報（土砂災害）の発表

【土砂災害の前兆現象】 
・がけの表面に水が流れ出す 
・がけから水が噴き出す 
・小石がパラパラと落ちる 

【通報】 ・がけからの水が濁り出す 
 ・樹木の根の切れる音がする 
①教員への緊急連絡 ・樹木が倒れる音がする 
②１１９番通報 ・がけに割れ目が見える 
③教育局への緊急連絡 ・斜面が膨らみ出す 

・地鳴りがする

【校内放送】 
 
①「ただいま土砂災害の危
　　険性が高まっており、
　　これより避難を開始し
　　ます」 
②「避難場所は、〇〇です。
　歩いて避難を開始しま　
　す。先生方の指示に従い、
　速やかに行動してくださ
　い」

 

【事前の対策】 
 

【避難誘導後】 台風の接近などあらかじめ 
 土砂災害の危険性が高まる
①逃げ遅れた生徒がいないか ことが予想される場合 
②逃げ遅れた教職員がいないか  
③負傷者がいないか  
※「負傷者がいない」の判断は、  
　全生徒、全教職員の安全確認 臨時休校
　後
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２０　頭頚部外傷への対応 
 
 
 
 
 
 
 
 意識の確認 【緊急搬送】 

  
          　あり                 なし ①速やかに１１９番通報 

②保護者等に連絡 
 ③救急隊の到着まで安静・保温（毛

動かさずに経過観察  　布等） 
 ④医師からの質問に答えられる発見
 　者、養護教諭又は担任が同乗する 

【症状】  ※普段通りの呼吸がない場合は、救
  　急隊を待たずに直ちに心肺蘇生を
①運動麻痺  あり 　開始
②しびれ 
③大量出血 
④嘔吐

            なし 
 

【保護者等への連絡】 
 
①頭頸部の外傷が発生したこと 
②引き続き学校で経過観察をし、必
　要があれば病院受診をさせること 
③後に症状があらわれる場合もある 後に症状が出現
　ため、帰宅後も状態の経過観察が
　必要であること 
④１週間以内に再度頭頸部の外傷が
　発生した場合は、必ず病院を受診
　すること 救急搬送 

又は 
病院受診
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２１　熱中症への対応 

【熱中症を疑う症状】 
 
倦怠感、吐き気、頭痛、大量の発汗、めまい
けいれん、ふらつき、失神、嘔吐、虚脱感 
意識障害、高体温、手足の運動障害、筋肉痛 
筋肉の硬直

 
 
 意識の確認 【緊急搬送】 

  
          　あり                 なし ①速やかに１１９番通報 
 ②保護者等に連絡 
 ③救急隊の到着まで安静・保温（毛
 【応急手当の開始】 　布等） 
  ④医師からの質問に答えられる発見
 ①涼しい場所へ移動 　者、養護教諭又は担任が同乗する 
 ②衣服をゆるめ身体 ※普段通りの呼吸がない場合は、救
 　を冷やす（頸部、 　急隊を待たずに直ちに心肺蘇生を
 　脇下、股関節） 　開始
 
 
 
 
 自分で水分補給
 
          できる             できない 
 

  
 水分・塩分の補給
 
 
 

  
 症状の改善
 
         改善した         改善しない
 

安静かつ十分休息
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２２　食物アレルギーへの対応 

【異常を示す症状】 
 
①皮膚・粘膜症状 
　じんましん、かゆみ、目の充血 
②呼吸器症状 
　せき、呼吸の異常音、呼吸困難 
③消化器系 
　吐き気、嘔吐、腹痛 

【発見者】 ④アナフィラキシーショック 
 　血圧低下、頻脈、意識障害、意識消失
①保健室に助けを呼
　ぶ 
②周囲の安全確認

 
 
 ①エピペンの注射 
 動かさず反応の確認 ②１１９番通報 
 ③ＡＥＤの準備・実施
           あり                 　なし
 

【状態の把握】 
 【１次救命処置】 
①意識の状態、呼吸、心拍等の把握  
②症状、経過の把握 ①気道の確保 
③基礎情報（保健調査票）の確認 　（自発呼吸が確認されなかっ
※症状は分単位で急速に進行するこ 　　た場合） 
　とが多く、観察者は少なくとも60 ②胸骨圧迫 
　分間目を離さないようにする ③人工呼吸 

④ＡＥＤ装置

 

【応急処置】 
 
①保健調査票等の指示に基づいて行う 
②緊急時の処方がなされている場合には、使用する
　環境を整える（エピペンの使用等） 
※エピペンは、アナフィラキシーの補助治療薬であ
　り、呼吸困難などの呼吸器症状が出現したらすぐ
　に使用すべきである

 
 

【救急車要請の目安】 
 
①アナフィラキシーの兆候が見られる場合 
②食物アレルギーでの呼吸器症状の疑いが見られる
　場合 
③管理指導表で指示がある場合 
④エピペンを使用した場合 
⑤主治医、学校医又は保護者等から要請がある場合

 
 

救急隊への引き渡し
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２３　交通事故への対応 
 
 
 
 
 
 
 

事故の連絡（生徒・保護者等から学校へ）

 
 

【生徒の安否に係る情報収集及び情報共有】 
 
①生徒の氏名、怪我の有無及び程度などの聞き取り 
②事故発生場所の聞き取り 
③通報（１１０番、１１９番）の有無を確認（未通報の場合は通報する） 
④近くにいる他の教員へ情報の伝達及び協力の依頼 
⑤管理職・保護者等への報告 
⑥複数の教員で現場へ急行（救急箱の持参）

 
 

【生徒の安全確保及び怪我の確認】 
 
①生徒の安全を確保及び応急手当（怪我をしている場合） 
②搬送先の確認と救急車への同乗（生徒が病院に向かった場合） 
③怪我の程度及び処置の状況を確認（搬送先の病院到着後） 
④管理職・保護者等への報告

 
 

【事故関係者及び事故状況の聴取】 
 
①事故の関係者の氏名、住所、連絡先、保険加入の有無の聞き取り 
②現場検証への立ち会い及び事故の状況の聞き取り 
③管理職・保護者等への報告
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　　　被害者・加害者にならないための事前対策 
 

事故の実態把握 ①生徒の交通事故の実態を把握する 
　（いつ、どこで、どのような事態が発生したのか） 
②不安全行動の確認及び登下校時の行動観察 
　（横断時に確認しない、一時停止しないなど）

通学路の点検 ①定期的な通学路の点検 
　（交通事故に結びつく環境条件を特定、除去） 
②危険箇所の抽出、分析、管理 
　（通学環境の安全化）

生徒への指導 【警察への通報】 
①事故時の対応の理解 
　（速やかな通報、車両ナンバーの把握等） 
 
【加害者となった場合の責任】 
①刑事上の責任 
　（相手を死傷させた場合、重過失致死傷罪等に問われる） 
②民事上の責任 
　（被害者に対して損害賠償金を支払う義務を負う） 
③行政上の責任 
　（運転免許の停止処分等を受ける） 
④道義的責任 
　（被害者を見舞い謝罪する） 
 
【その他の留意点】 
①本人及び家族の心的に大きな負担を生じるだけでなく、
　将来の進路等への影響が出る場合もある 
②自転車に係る各種保険についての周知

効果的な交通安 【目標】 
全教育 ①危険予測、危険回避の学習を通じた安全な行動の実践 

②交通ルールに従った行動の実践 
③自分の力で自分を守る行動を適切に実践 
 
【実施方法】 
①交通安全講話 
②交通安全宣言

・モデリング 
　（模範となる他者の行動を観察することで、その行動
　が習得されること） 
・ミラーリング 
　（他者の行動の姿を観察して、自らの行動の姿を振り
　返ること）
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２４　不審者侵入への対応 
 
 
 
 
 
 
 
 校外に退去
 【不審者かどうかの判断】 
  【通報】 
 ①声をかけ事務室の来客受付へ  
 　案内する ①教員への緊急連絡 
 ②退去を求める ②１１０番通報 
 　（不審者とみなすことを躊躇 ③教育局への緊急連絡
 　しない） 
 ③職員室、事務室への連絡 
 ※複数の教員で対応する 
 ※危害の恐れがないか 
 ※凶器を持っていないか 
 ※手近にある物（机、椅子、消
 　火器、さすまた、傘、長いも
 　のさし等）を活用して防御
 
                              校内に残存 授業時：教科担任は教室内待機 
 　　　　それ以外は職員室集合 
 授業外：担任は教室へ直行 
 【職員室、事務室からの放送】 　　　　それ以外は職員室集合

  
 「校長先生、職員室にお戻りく
 ださい」の放送をかける 【生徒の安全確保】 
 ※不審者侵入の合い言葉とする  
  ①状況把握できるまで生徒を落
 ①１１０番（１１９番）通報 　ち着かせ、教室内で待機し、
 ②教育局への緊急連絡 　入り口付近で不審者が侵入し
 　ないかを監視する。 
           ②避難指示と同時に生徒を誘導
 　する
 
 【三手に分けた職員の対応】 

  
 ①不審者対応 
 　（不審者を隔離し、警察等が 【避難誘導後】 
 　来るまで危害を加えないよう  
 　監視する） ①逃げ遅れた生徒がいないか 
 ②生徒の安全確保 ②逃げ遅れた教職員がいないか 
 　（各階の両側の階段付近に教 ③負傷者がいないか 
 　員を複数配置し、不審者を教 ※「負傷者がいない」の判断は、
 　室に近づけない、避難時の誘 　全生徒、全教職員の安全確認
 　導を行う） 　後
 ③負傷者の救出 
 　救急隊到着までの応急手当と
 　救急車への同乗）
 
                        【事後対応】 
                        

①情報の整理 
②保護者等への説明 
③心のケア 
④教育活動の再開
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２５　学校への犯罪予告 
 
 
 
 
 
 
 
 【相手からの内容の聴取】 
  【通報】 
 ①いつ  
 ②誰が ①教職員への緊急連絡 
 ③どこで ②１１０番通報 
 ④何を ③教育局への緊急連絡
 ⑤どのように 
 ※管理職につなげるときは、直
 　ちに報告する 
 ※管理職がいないときは、相手
 　からの要求等について、詳細
 　に内容を聴取し、記録する

                             　急を要する            
                                                       
 
 【職員室、事務室からの放送】 授業時：教科担任は教室内待機 
  　　　　それ以外は職員室集合 
 「校長先生、職員室にお戻りく 授業外：担任は教室へ直行 
 ださい」の放送をかける 　　　　それ以外は職員室集合
 ※犯罪予告の合い言葉とする 

  
 ①１１０番（１１９番）通報 【生徒の安全確保】 
 ②教育局への緊急連絡  
 ①状況把握できるまで生徒を落
 　ち着かせ、教室内で待機 
 ②避難指示と同時に生徒を誘導
  　する
 【職員の対応】  

   
 ①緊急メールの配信  
 ②保護者等への対応  
 　（担任を中心に状況報告・引  【避難誘導後】 
 　　き渡し時刻等の連絡）   
 ③生徒の安全確保  ①逃げ遅れた生徒がいないか 
 　（各階の両側の階段付近に教  ②逃げ遅れた教職員がいないか
 　員を複数配置し、不審者を教  
 　室に近づけない、避難時の誘  

　導を行う）  
 

【事後対応】        
        
①情報の整理        
②保護者等への説明        
③心のケア        
④教育活動の再開        
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２６　飛翔体（弾道ミサイル）発射への対応 
 

【登校前】 
 
①自宅待機とする 
②緊急メールによる対応の配信
　及びホームページによる対応

【授業中】 　の掲載
 
①「ただいま●●より弾道ミ
　サイルが発射されました」 【登校中、下校中】 
②「すべての活動を中止し、  
　校舎内で安全を確保して待 ①近くのできるだけ丈夫な建物
　機してください」 　や地下に避難する 
③「窓から離れ、床に伏せて ②近くに適当な建物がない場合
　頭部を守ってください」 　は、物陰に身を隠す、地面に
④「次の指示があるまでその 　伏せて頭部を守る 
　まま安全を確保していてく ③公共交通機関利用中は、乗務
　ださい」 　員の指示に従う

【放課後】 
 
①「ただいま●●より弾道ミ
　サイルが発射されました」 
②「部活動、補習、下校を中
　止し、校舎内で安全を確保
　して待機してください」 
③「窓から離れ、床に伏せて
　頭部を守ってください」 
④「次の指示があるまでその
　まま安全を確保していてく
　ださい」

 
 

ミサイルが日本の領海外の海 ミサイルが日本の領土・領海に
域に落下 落下

 
 

【避難解除】 【避難継続】 
  

①登校前、登校中、下校中 ①登校前 
　※生徒の安全確認 　※国、道の情報により自宅待
　※緊急メールによる対応の 　　機 
　　配信及びホームページに ②登校中、下校中 
　　よる対応の掲載 　※安全な場所へ避難 
　※保護者等への連絡 　※生徒の安否と所在の確認 
②登校後 ③登校後 
　※生徒の安全確認 　※安全な場所へ避難 
　※状況に応じて、授業等の 　※生徒の安否と所在の確認 
　　再開   ※緊急メールによる対応の配
　※保護者等への連絡 　　信及びホームページによる

　　対応の掲載 
　※保護者等への連絡
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２７　ハチに刺されたときの対応 

【症状】 
　ハチに刺された時の症状は、ハチの毒そのものによるものと、ハチの毒に
対するアレルギー反応の2つがあり、局所症状と全身症状として現れる。 
 
①局所症状 
　・刺されたところが腫れて痛む 
　・通常痛みは、数時間から1日でなくなり、かゆみを伴うしこりが残り数日
　　で消える 
 
②全身症状 
　・特にスズメバチに多いが、刺された際の毒の量が多かったり、毒性が強
　　かったり、以前に何度も刺されたことがある場合には、蕁麻疹、呼吸困
　　難、発熱、血圧低下などの症状を呈し、ショックによって死に至ること
　　もある

 

【処置】 
　次の手順で処置を行い、安静にする。 
　 
①刺されたらその現場からすぐ数十メートル離れる。（巣から離れる） 
②刺された傷口を流水でよく洗い流す 
　（ハチの針が残っている場合は、指でつまんで毒液を再注入しないように
　　根元から毛抜きで抜くか、横に払って落とす） 
③ポイズンリムーバーなどで傷口周囲を圧迫し、毒液をしぼり出す 
　（ハチ毒は水に溶けやすいので、傷口から毒液をしぼり出すように、もみ
　　ながら流水にさらすと効果的である） 
④抗ヒスタミン剤を含むステロイド軟膏などがあれば塗布する 
⑤濡れたタオル等で冷やし、安静にする 
 
※20〜30分ほど様子を見て、異常がないようであれば安心の目安となる 
　（ただし、途中で様子が少しでもおかしいと感じた場合、直ちに医療機関
　　へ連絡を入れる） 
※過去にハチに刺されて、具合が悪くなったり、様子がおかしいと感じたら
　直ちに医療機関を受診する
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２８　ヒグマの出没への対応 
 
 
 【登校前】 

  
 ①通学路であれば自宅待機又は
 　保護者等の自家用車による送
 　迎とする。 
 【授業中】（近い場合） ②緊急メールによる対応の配信
  　及びホームページによる対応
 ①「ただいま●●でヒグマの 　の掲載
 　出没（目撃）情報がありま
 　した」 
 ②「校舎外の活動を中止し、 【登校中、下校中】 
 　校舎内で安全を確保して待  
 　機してください」 ①緊急メールによる対応の配信 
 ③「開いている窓や扉を閉め ②近くの建物に避難する 
 　て、次の指示があるまでそ ③近くに適当な建物がない場合
 　のまま安全を確保していて 　も想定されることから、警察
 　ください」 　署や保護者等へ自らの所在地 
 ※敷地内にヒグマが出没して 　を連絡するよう指示する。 
 　いる場合は、避難する教室 ④状況によっては、生徒の所在
 　を指示するとともに、教職 　地へ教職員が急行する。 
 　員を教室に向かわせる。 ⑤公共交通機関利用中は、乗務
 ※最新の情報を入手するとと 　員の指示に従う
 　もに、教育局等の指導・助
 　言のもと教育活動を再開す
 　る。

【ＨＲ】 
【放課後】（近い場合）  
 ①担任は生徒の登校を確認する 
①「ただいま●●でヒグマの ②担任は登校していない生徒に
　出没（目撃）情報がありま 　電話で状況等を確認する 
　した」 ③担任は登校していない生徒の
②「部活動、補習、下校を中 　保護者等へ連絡をする
　止し、校舎内で安全を確保
　して待機してください」 
③「開いている窓や扉を閉め
　て、次の指示があるまでそ
　のまま安全を確保していて 登校については、市の関係機関
　ください」 や教育局等の指導・助言等に基
※敷地内にヒグマが出没して づき判断する。
　いる場合は、避難する教室
　を指示するとともに、教職
　員を教室に向かわせる。

保護者等の自家用車による送迎
とする。

保護者等に生徒を直接引き渡
して下校させる。

 
 
 
 
 以後の対応等については、緊急メール配信、ホームページ掲載で保護者等に

連絡
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 ２９　緊急連絡先 
 
（１）警察・消防 

警察 １１０

消防 １１９

美唄警察署 ０１２６－６３－０１１０

美唄市消防本部 ０１２６－６６－２２２１

美唄市消防署 ０１２６－６６－２２２７
 
（２）教育機関 

空知教育局（企画総務課長） ０１２６－２０－０１８０

　　　　　（総務係） ０１２６－２０－０１３０

　　　　　（教育支援課長） ０１２６－２０－０１８２

　　　　　（教育支援係） ０１２６－２０－０１３５

　　　　　（学校教育指導班） ０１２６－２０－０１３８

美唄市教育委員会 ０１２６－６２－３１３０ 
 
０１２６－６２－３１４６

 
（３）医療機関 

美唄市立病院 ０１２６－６３－４１７１

花田病院 ０１２６－６８－８７００

しろした病院 ０１２６－２４－３１１５

北海道せき損センター ０１２６－６３－２１５１
 
（４）学校医・学校歯科医・薬剤師 

市立美唄病院　　　　　　　　　　田中康夫 ０１２６－６３－４１７１

宝崎歯科クリニック　　　　　　寶崎さゆり ０１２６－６３－２４４５

北海道中央労災病院せき損ｾﾝﾀｰ　　山口晴康 ０１２６－６３－２１５１
 
（５）保健所 

美唄市保健センター ０１２６－６２－１１７３
 
（６）市内小学校、中学校、高等学校 

美唄市立東小学校 ０１２６－６３－２６１１

美唄市立中央小学校 ０１２６－６３－４２１５

美唄市立美唄中学校 ０１２６－６３－４２１１

美唄市立東中学校 ０１２６－６３－２６１０

美唄聖華高等学校 ０１２６－６４－２３８５

美唄養護学校 ０１２６－６２－６５１１
 
（７）交通機関 

ビジコータクシー ０１２６－６３－２１３１

ＪＲ北海道美唄駅 ０１２６－６３－３０７４
 
（８）機械警備、ボイラー 

日盛ビル管理株式会社　美唄営業所 ０１２６－６２－５５０２（美唄） 
 
０１２６－２３－１７１２（岩見沢） 
 
０９０－７６５２－５６２０（所長）

 
（９）ガス 

美唄ガス株式会社 ０１２６－６２－１１２２
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危機管理マニュアル 

 
令和８年(2026年)４月１日 
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